
日 時： 令和７年２月 27 日（木）10:00～11:00 

場 所： 東海村役場 3F 庁議室 

◎ 重点事項

No 案件名 担当部署 ページ 

1 令和７年度予算（案）の概要及び実施計画（案）について 
財政経営課 

政策推進課 
別添 

2 まちづくりの羅針盤 ～“いいムラ” のデザインと実現～ 政策推進課 1-2

3 東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略【第３期】2025-2029 の策定 政策推進課 3 

4 令和７年度の組織改編（案）について 総務人事課 4-6

5 東海村発足 70 周年記念事業について 政策推進課 7-8

6 庁舎窓口・執務エリアの再整備について 総合戦略部・福祉部 9-13

7 茨城キリスト教大学との相互連携・協力に関する包括協定締結 地域戦略課 14 

8 速報シティプロモーションアワード 2024 金賞受賞 地域戦略課 15 

◎ 定例事項

No 案件名 担当部署 ページ 

1 令和７年第１回東海村議会定例会 提出議案概要 総務人事課 16-32

2 令和７年第１回東海村議会定例会 補正予算案参考資料 財政経営課 33-36

◎ イベント情報（チラシ配布）

春季まる博マルシェ 虫こぶ～奇妙で不思議な秘密の隠れ家～（生涯学習課）

令和６年度 第４回 

東海村 村長定例記者会見資料 



東海村記者発表資料 総合総務部政策推進課計画調整担当
電話：029-282-1711（内線 1306）

新たな計画を策定 

まちづくりの羅針盤 ～“いいムラ” のデザインと実現～ 

１ 策定の経緯 

 本村では，令和２年度から令和６年度までを計画期間とする「東海村第６次総合計画」

を策定し施策を展開してまいりました。しかし，地域や行政を取り巻く外部環境の先行

きが見通しづらくなっている今日，政策の成果や客観的なデータ・数値を重視した，よ

り機動的で柔軟な政策の形成と評価が求められています。 

そこで，「ミッション・ビジョン・バリューの考え方を取り入れる」「簡素でわかりや

すく，『柔軟』な計画とする」「指標の設定と広聴等を強化する」「総合計画の的確な運用

を目指す」という新たな発想と展開を取り入れた上記計画を策定しました。 

２ 計画期間 

５年間（令和７年度から令和 11年度まで） 

※なお，計画の実現に向けて具体的な事業を定める「実施計画」は，情勢の変化や村民

のニーズを見極め，毎年度，弾力的かつ積極的に見直しや補完を行っていきます。

３ 計画の特徴 

■「ミッション・ビジョン・バリュー」

時代によって変わらないものとして「ミッション」「バリュー」を，社会の情勢や

村民ニーズ等によって変わりうるものとして「ビジョン」を設定しました。

● 村が果たすべき使命・目的としての「ミッション」

一人
ひ と り

ひとりの“想
おも

い”をつなぎ 誰
だれ

もが“幸
しあわ

せ”になれる 「いいムラ」を創
つく

る 

● 村に関わる全ての人に大切にしてほしい考え方，行動の指針としての「バリュー」

語り合い 通じ合う心を大切にします。

共に挑戦し創り上げる心を大切にします。 

今と未来のためにみんなが行動します。 

● 村が組織として実現したい未来・将来像，中期的な目標としての「ビジョン」

１ こども・わかものが活躍する，住みごこちのよい・暮らしやすいまちの実現 

２ 新たなにぎわいを生み出す都市基盤のデザインとまちなみの整備 

３ 誰もがデジタル技術を活用し利便性を享受できるＤＸの推進 

４ 多様性を基本とする防災対策と心身ともに安心して過ごせるセーフティネ 

ットの構築 

■幸福度の向上目標

目標に地域幸福度（Well-Being）指標を活用することで，村民の幸福度を可視化し，

計画の推進によりその向上をめざしていきます。 

＞＞ 令和 11（2039）年度に，幸福度 7.0を上回る。 

※令和６（2024）年度の幸福度 7.0（平均値）【令和６年８月実施アンケート結果】

■重点政策パッケージ

４つのビジョンの達成に向け，分野横断的に取り組む重点施策・事業群を「重点政

策パッケージ」として設定しました。 ※詳細は村ＨＰ掲載の本編をご覧ください。 

令和 7年 2月 27日（木） 
総合戦略部政策推進課計画調整担当 
電話：029-282-1711（内線 1306） 
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東海村記者発表資料 
令和 7 年 2 月 27 日（木） 
総合戦略部政策推進課計画調整担当 
電話：029-282-1711（内線 1306） 

ビジョンと重点政策パッケージのイメージ図 
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東海村記者発表資料 
令和 7年 2月 27日（木） 
総合戦略部政策推進課計画調整担当 
電話：029-282-1711（内線 1306） 

東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略【第３期】2025-2029の策定 

１ 策定の経緯 

 人口減少対策に取り組み，将来にわたって活力ある東海村を目指していくため，人口

の現状と将来展望を提示する『東海村人口ビジョン（令和７年３月改訂版）』と，今後５

ヵ年の目標や施策をまとめた『東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略 【第３期】

2025-2029』を策定しました。 

２ 計画期間 

５年間（令和７年度から令和 11年度まで） 

３ 計画の概要 

●東海村人口ビジョン（令和７年３月改訂版）

≪人口の将来展望≫ 

出生率を上昇させることが難しい現状を踏まえ，現在の合計特殊出生率，年間出生数

を維持するとともに，社会増により人口維持を目指します。 

●東海村まち・ひと・しごと創生総合戦略 【第３期】2025-2029

≪地域ビジョン≫ 

基本目標及び施策 

 

 

 

村が目指す人口の将来展望と地域ビジョンを実現するため，４つの基本目標とそれを

支える横断的目標を設定し，取組みを進めていきます。 

※詳細は村ＨＰ掲載の本編をご覧ください。

2045年～2050年の総人口約 36,000人を展望する。 
（2045年：36,707人，2050年：35,757人） 

１）現在の合計特殊出生率（1.3程度）及び年間出生数（約 250人）を維持する。

２）転入者数が転出者数を上回る社会増の状況（年 100人程度）を生み出す。

こども・わかものが活躍する，住みごこちのよい・暮らしやすいまちの実現 

１ 東海村に仕事をつくる 

・最先端科学技術の集積地である強みを生かした新しい産業の創出

・中小企業，小規模事業者及び創業への支援による地域経済の活性化

・地産地消を中心とした地域と共存する持続可能な農業

２ 東海村へ人の流れをつくる 

・こども・わかものが魅力を感じるまちづくり

・地域資源を生かしたシティプロモーションの推進

・国際交流，国内交流の推進

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる

・若い世代のライフデザイン形成と経済的な負担の軽減

・妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援・相談体制の充実

・多様なニーズに対応した保育，育児サービスの充実

４ 新たなにぎわいを生み出す魅力的な地域をつくる 

・移住・定住の受け皿となる新市街地の整備

・新たな発展基盤としての周辺地域の整備と地域を

つなぐ交通インフラの充実

横断的目標 DX・ICT基盤整備による総合戦略の加速化、深化 

・DX による住民利便性の向上 ・デジタル技術を活用した新しい役場への転換
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東海村記者発表資料 
令和 7年 2月 27日(木) 
総務部総務人事課 
電話：029-282-1711(内線 1320) 

令和７年度の組織改編 （案） について 

第６次総合計画に代わる『新たな計画』を着実に推進する組織体制と，限られた行政

資源を最大限に活用しながら，村民サービスの向上に向けてこれまで以上にスピード感

を持って機動的に展開できる組織体制を構築するため，次の基本方針により組織改編を

行う。 

１ 組織改編の基本方針 

（１）多様化する村民ニーズや多岐にわたる政策課題に対応し，将来を見据えた新たな

取り組みや事業を推進する組織体制を構築する。 

（２）所掌事務が広範になっている部署の組織規模を見直し，今後の事業展開を見据え

た上で，「専任化によってより厚みを持たせる組織体制の構築」と，「関連業務の集

約・一体化を行う組織体制の構築」をバランス良く行い，より効率的かつ効果的な

行政運営を図る。 

２ 組織改編の概要 

令和６年度 令和７年度 

村長部局 ６部 ２２課 ４室 ４７担当 
６部 ２４課 ４室 ４７担当 

（２課を新設。３担当名を改称） 

教育委員会・議会・監査・農業委員会 ７課(室・局) ９担当 ７課(室・局) ９担当 

【総合戦略部の改編】 

地域戦略課の分課（デジタル改革推進課の設置），所管業務等の見直し 

令和４年度の組織改編において新設した地域戦略課では，「東海村つながるプロジェク

ト（T-Project），とうかいまるごとデジタル化構想，ＤＸの推進，移住・定住施策，シ

ティプロモーション，ＩＴ利活用等の業務について機動力を発揮しながら重要施策を戦

略的に推進する役割を担い，着実に事業が進んでいるが，今後の事業展開を見据えると

ともに，所掌事務が広範になっている現状を踏まえて同課の組織規模を見直し，政策分

野を横断した連携と第６次総合計画に代わる『新たな計画』に示すビジョンを実現する

体制を構築するため，「地域戦略課」と「デジタル改革推進課」の２課に分課する。 

① 地域戦略課の所管

こども・わかもの政策を推進し，子育て支援，少子化・人口減少対策等に取り組む部

署の横串をさす総合調整の役割を担いながら一歩踏み込んだ施策を展開するため，地域

戦略課の「わかもののまち推進担当」を「こども・わかもの政策担当」に改称する。 

○こども・わかもの政策担当（わかもののまち推進担当を改称） 

○広報・シティプロモーション担当 
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② デジタル改革推進課の所管

今年度，兼務で対応してきた窓口改革に関する業務の専任化を図るとともに，地域戦

略課が進めてきたＤＸ・働き方改革の流れを継承し，本格化する窓口改革とオフィス改

革に一体的に取り組む体制を構築するため，地域戦略課から「ＤＸ・働き方改革担当」

を移管した上で「窓口・働き方改革担当」と改称し，地域戦略課から移管する「ＩＣＴ

基盤整備担当」の２担当で組織する。 

○窓口・働き方改革担当（ＤＸ・働き方改革担当を改称） 

○ＩＣＴ基盤整備担当 

【総務部の改編】 

総務人事課の分課（総務課及び人事政策課の設置），所管業務等の見直し 

令和４年度の組織改編において新設した総務人事課では，総務法制担当と人事課（当

時）の統合により内部管理部門での限られた人財の効率的活用が図られると同時に，新

設した「心とからだの保健室」による職員の健康管理・メンタルヘルス体制が強化でき

たことで一定の効果が出ているが，今後の事業展開を見据えるとともに，所掌事務が広

範になっている現状を踏まえて同課の組織規模を見直し，「総務課」及び「人事政策課」

の２課に分課する。 

① 総務課の所管

相互に関係性が深く，連携が必要となる庁内総務業務及び庁舎管理業務の所管を統合

することで連動性を確保するため，当該業務を所管する「総務法制担当」と，財政経営

課の「契約・検査担当」を「管財・検査担当」と改称し，２担当で組織する。 

○総務法制担当  ○管財・検査担当（契約・検査担当を改称） 

② 人事政策課の所管

『新たな計画』の新しい役場への転換Next-Stageに掲げる「８つのマインドセット」

の推進，採用や育成，福利厚生，労務管理等これからの働き方を左右する新たな人事政

策を戦略的に展開・深化させるとともに，職員の健康管理とメンタルヘルス対策に注力

する体制を構築するため，「人事政策担当」と「心とからだの保健室」の１担当１室で

組織する。 

○人事政策担当 ○心とからだの保健室

③ 財政経営課の所管

「契約・検査担当」を総務課に移管し，「財政担当」及び「ファシリティマネジメント

担当」の２担当で組織する。 

○財政担当  ○ファシリティマネジメント担当
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東海村記者発表資料 
令和 7 年 2月 27日(木) 
総合戦略部政策推進課村発足７０周年記念事業担当 
電話：029-282-1711(内線 1306) 

 

⑴ のぼり旗・ポスター等を村内公共施設や民間事業所に配布し、設置、掲示いただいています。

村内イベントでの啓発活動も随時実施中です。

⑵ 東海村ホームページ内に７０周年記念特設ページを作成し，また１０月より公式Ｘも開設し、

イベント情報の発信や、村民・村内事業者参加型のカウントダウン企画もスタートさせていま

す。その他、広報誌やＬＩＮＥなど、様々な媒体で啓発を行っています。 

⑶ ７０周年記念として１６の関連事業の実施が決定しています。また、村内事業所にも事業への

協力を呼びかけており、現在は６つの事業所からご協力の申し出をいただいています。

 

⑴ 啓発活動として、３月２２日(土)にアダストリアみとアリーナで行われる茨城ロボッツ「東海

村ＰＲデー」に参加し、ブース出展や大型ビジョンでの放映等を実施します。３月下旬に阿漕

ヶ浦公園で行われる「東海さくらまつり」でもＰＲを予定しています。

⑵ 発足記念日である３月３１日を多くの人とお祝いするため、３月３０日(日)と３１日(月)の２

日間、誰でも参加可能な「東海村７０歳のお誕生会」を開催予定です。３０日は歴史と未来の

交流館で、東海村吹奏楽団によるスペシャルコンサートや東海村クイズ王決定戦等を行います。

クイズは東海村に関する知識を１番持っている人を決めるクイズ大会であり、村では初の試み

となります。また、３１日は東海村役場中庭で、村内幼児の歌・一般社団法人 ハピネス東海に

よる演奏・茨城県立東海高等学校ジャズバンド部によるミニコンサート・７０周年にちなんだ

７００個のバルーンリリースを行います。７０周年記念メインイヤーを、村民の方々の心に残

るような催しとともにスタートし、さらなる機運醸成を図っていきます。 

⑶ 令和７年７月５日(土)に記念式典前夜祭(村ゆかりのアーティストによる、プロジェクションマ

ッピングを導入したクラシックコンサート、記念マルシェ、わかものが創る音楽フェス)、７月

６日(日)に記念式典(記念表彰、記念ショートムービー上映、東海村少年少女合唱団やわかもの

によるアトラクション等)を開催します。多くの村民が楽しめる式典となるよう準備中です。

発足記念日である 3月 31日(月)を多くの人とお祝いするため、30日(日)と 31日(月)の 2日間にか

けて「東海村 70 歳のお誕生会」と称したイベントを実施する。30 日は東海村吹奏楽団による演奏

や東海村クイズ王決定戦等を行う。31日は村内幼児・ハピネス東海・東海高校ジャズバンド部によ

る歌や演奏、70周年にちなんだ 700個のバルーンリリースを実施予定。70周年記念メインイヤーを、

村民の方々の心に残るような催しとともにスタートし、さらなる機運醸成を図っていく。

東海村発足７０周年記念事業について 

 

 

 

 

 

 東海村は、令和７年３月３１日に村発足７０周年の節目を迎えます。 

 １１月より村発足７０周年記念ロゴマークを活用した啓発品等を作成し、ＰＲを  
実施中です。令和７年度より記念事業実施のメインイヤーを迎えるにあたり、村

民の方々に楽しんでいただけるようなイベントや事業を計画しています。 

【啓発物品】 

・のぼり旗 ・車両マグネット ・車両ステッカー 

・配布物(缶バッジ、不織布バッグ等) ・ポスター 

・ラッピングバス(村内外を運行する路線バス２台)

・掲示物(東海駅階段サイン２か所等)

・販売物(記念切手)

※記念切手は、記念式典での表彰者等への記念品とし

て配布するとともに、郵便局にて販売予定です。

村発足７０周年記念ラッピングバス 

今後の予定 

令和６年度中の取組み 
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東海村は令和７年の３月３１日に
７０歳の誕生日を迎えます。
東海村の誕生日をみんなでお祝いしましょう♪

●日にち：３月３０日（日）
●時 間：１０：００～１２：００
●場 所：歴史と未来の交流館
●内 容：東海村吹奏楽団ななまるスペシャルコンサート

ファニーずによる東海村クイズ王決定戦
●その他：KUROMATSU COFFEEにて

７０周年記念デザイン商品販売

●日にち：３月３１日（月）
●時 間：１１：００～１２：００
●場 所：東海村役場玄関前広場
●内 容：子どもたちによるオープニングソング

ハピネスから心をこめておめでとう(ハピネス東海)

Tokai Happy Anniversary Concert (東海高校ジャズバンド部)

バルーンリリース
●その他：ハピネス東海の販売あります♪

3/30㊐31㊊

東海村70周年

記念グッズが
会場でもらえます！

７００個の風船をみんなで
飛ばしてお祝いしましょう！

東海村発足70周年記念 地方公共団体初!?

｢東海村クイズ王決定戦｣とは、東海村に関する知識を１番持っている人を
決める○×クイズ大会です。大人も子どもも関係ない真剣勝負です!!

詳細はコチラ
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庁舎窓口・執務エリアの再整備について

令和７年２月
総合戦略部・福祉部

1. 庁舎窓口・執務エリア再整備の概要

2. 新レイアウト概要と各部署の配置

3. 窓口で予定している主な取組み（R８年度実施予定）

4. （参考）行政棟２階 新レイアウト

目次
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１．庁舎窓口・執務エリア再整備の概要

住民目線に立った窓口レイアウト・機能配置・対応になっていない 現状の「働き方」と「働く場」が合っていない

現在の窓口の課題 現在の執務エリアの課題

住民サービスの向上

①固定席の廃止とグループアドレスの導入

ABW*を実現し，部門を越えたコミュニケーション機会を増大させるため，
職員の固定席は廃止し，グループアドレスを基本とします。

②集中エリア，コミュニケーションエリアの配置

高集中ワークができる環境や，頭や身体をリフレッシュする環境などの
機能別エリア，コミュニケーションを活性化させるエリアなどを設定し，
窓口カウンター内外に配置します。

③機能的で可変性のある什器の導入

現在、オフィスで使用されている什器の多くは庁舎開庁時に整備されたもので，
新しい働き方には適さないものとなっています。用途の変更が可能で，
将来的な変化にも対応できる，機能的で可変性のある什器を導入します。

ABW： Activity Based Workingの略で，その時の業務に最も適した場所を自ら選んで
働く働き方のこと

窓口改革実行プラン策定（R７年３月策定予定） オフィス改革プラン策定（R６年１２月策定完了）

窓口の利便性 執務エリアの働きやすさ目的

目標とする窓口像
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２．新レイアウト概要と各部署の配置

【行政棟】

【議会棟】【増築棟】

１F：地域福祉課，保険課，住民課，会計課

２F：農業政策課，都市政策課，道路整備課，

区画整理課，下水道課，水道課，農業委員会事務局

１F：子育て支援課 １F：税務課

３F：政策推進課，地域戦略課，総務人事課，財政経営課①

２F：監査委員事務局 ２F：議会事務局

４F：財政経営課②，村民活動支援課，環境政策課，

学校教育課，指導室

５F：防災原子力安全課

◆窓口カウンターの集約，執務スペースの一体化

来庁者の利便性向上及び業務効率化のため，各課ごとに配置されている窓口カウンターを集約し，共有化します。
※職員以外の来庁者が自由に出入りできるのは，各階の窓口カウンター外までとします

１階（窓口階） ２～４階（基準階）

産業政策課，消費生活センターは

東海村産業・情報プラザ（アイヴィル）に移転

◆庁舎リニューアル後の各部署の配置

【現在】

：Ｒ7年度に整備 ：Ｒ8年度に整備

整備期間中は，行政棟５階の原子力視察研修室を臨時窓口及び執務室として使用します。ただし，行政棟１階の整備時においては，

来庁者の負担をできるだけ少なくするため，住民課と保険課の窓口機能を常に行政棟１階に残したまま整備を行います。

【整備後】 【現在】 【整備後】

赤字︓配置が変更になる課
11



３．窓口で予定している主な取組み（R８年度実施予定）

庁舎１階に配置されている住民課・保険課・地域福祉課の３課の窓口を集約し，総合窓口とします。総合窓口での手続きは，発券機を通じて12のい
づれかのブースに案内され，職員と対面で手続きをします。たとえば，転入手続き後，国民健康保険手続きがあった場合は，来庁者はブースにとどまり，そ
のまま手続きができるようになります。また，住民課で交付している住民票や戸籍，印鑑登録関係の証明書に加え，税務課で交付している課税証明書や
納税証明書，固定資産評価額証明書なども一つの窓口で交付ができるようになります。
なお，手続きは職員が対面で聞取りながらシステムに入力し，申請書を作成しますので，
来庁者は署名等のみ最小限の記載で申請書を完成できるようになります。

【総合窓口での主な手続き】
住民課：住民・戸籍の異動，印鑑登録，マイナンバーカード等 ＋ 各種証明書の交付
保険課：国民健康保険，後期高齢医療保険，介護保険
地域福祉課：高齢支援サービス，生活保護

「書かない」「回らない」総合窓口の設置

・発券機を導入し，呼び出しや待ち時間をモニターに表示する
ことで，手続き開始まで迷わないようにします。
・コンシェルジュを庁舎１階に配置し，来庁者の用務を聞取り，
部署案内や発券機の発券操作などをサポートします。

「迷わない」案内表示とコンシェルジュ・発券機の設置

ICTツールや案内表示を刷新する一方で，バックオフィス
の業務フローを抜本的に見直し，再構築（BPR）し，
その運用・作業手順をマニュアル化します。
これにより，窓口改革後の処理時間の短縮や部署間連
携の強化，窓口サービスの標準化を図ります。

窓口業務の効率化による「待たない」窓口

業務の可視化

業務フロー
再構築

処理時間の
短 縮

・用務に応じた目的の場所が一目でわかる
案内表示へ変更します。
・デジタルサイネージを活用した窓口での
情報発信を行います。
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②来庁者と職員の打合せスペース

窓口の外側に打合せができるスペースと什器を設置し，

来庁者とのコミュニケーションエリアとします。

４．（参考）行政棟２階 新レイアウト

①フロア共通窓口

来庁者は受付ツールを操作し，目的の課を呼び出します。

呼び出された課の職員が窓口に出向き，対応します。

③
②

①

下図は，庁舎再整備後のレイアウト例となります（行政棟２階）。

各課の窓口をエレベーター付近に集約し，来庁者が目的の課に行くのではなく，職員を呼び出すことのできるレイアウトとします。

③執務エリア入口

情報・物理的セキュリティを高めるため，職員以外は

カウンターより内側に入ることはできません。

④ABWエリア

固定席は廃止し，課ごと・担当ごとのグループアドレスを

基本とします。執務エリアやコミュニケーションエリア，

集中エリア（部屋）の３つのエリアのうち，

その時の業務に最も適した場所を自ら選んで働くことで，

職員の自律的な働き方を促進します。

④ABWエリア

コミュニケーション
エリア

コミュニケーション
エリア

執務エリア
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東海村記者発表資料 
令和 7年 2月 27日(木) 
総合戦略部 地域戦略課 
電話：029-282-1711（内線 1339） 

“わかものの活躍”を支援する産・学・官共創による「わかもののまちコンソーシアム」の創設に向けて 

茨城キリスト教大学との相互連携・協力に関する包括協定締結 

村では，株式会社 JWAY や NPO 法人真砂山 FUN クラブ，イオン株式会社，J-PARC セ

ンターなど，多様な企業・団体と連携協定を締結し，官民共創のまちづくりに取り組んで

おりますが，さらに，令和 5 年度からは，“わかもののまちづくり”を政策に加え，フレン

ドシップ協定に基づく東海高校との連携事業をはじめ，わかもの会議や高校生まちづくり

スクールの開催など，“若い世代とまちの関わりしろの創出”に取り組んでいるところです。 

この度，わかもののまちづくりの基盤を更に強固なものにするため，茨城キリスト教大

学と「相互連携・協力に関する包括協定」を締結することとなりました。 

 茨城キリスト教大学とは，保育・教育実習生の受入れや附属機関の委員委嘱など，これ

までも相互に協力してきたところですが，協定を締結することにより，さらに関係が深ま

り，まちづくりへの学生の参画促進や，地域活性化などが大いに期待できるものと考えて

おります。 

記 

１．日 時  令和７年３月２８日（金）11：00～12：00 

２．会 場  茨城キリスト教大学 キアラ館（茨城県日立市大みか町 6-11-1） 

３．協定項目 （１）人材育成に関する事項

（２）地域振興、まちづくりに関する事項 

（３）学校教育及び生涯学習に関する事項 

（４）保育、福祉、医療に関する事項 

（５）国際交流に関する事項 

（６）こども・わかもののまちづくり参画に関する事項 

４．出 席 者  山田 修 東海村長  

東海林 宏司 茨城キリスト教大学学長 

５．そ の 他  入構手続きの関係上，取材を希望される場合は下記連絡先まで事前連絡

をお願いいたします。 

【連 絡 先】 

東海村 総合戦略部 地域戦略課 わかもののまち推進担当 

 松﨑 真吾・照沼 かおり 

TEL：029-282-1711／E-mail：t-pro@vill.tokai.ibaraki.jp 
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東海村記者発表資料 
令和 7年 2月 27日(木) 
総合戦略部 地域戦略課 
電話：029-282-1711（内線 1339） 

速 報 

”地域の幸せ”につながる的確なシティプロモーションを 

シティプロモーションアワード 2024

金賞受賞 
主催：シティプロモーションアワード実行委員会 

本村のシティプロモーション「いいムラをつくろう とうかいむら」が金賞を受賞したとの発表

がありましたので，速報としてお伝えいたします。今後，表彰式が予定されておりますので，

受賞の様子や審査にあたっての講評，受賞したポイント等については，改めてお知らせいた

します。 

記 

◎表彰式

１．日 時 令和７年 4 月 25 日（金）12：45～17：00 

２．会 場  日本経営協会 会議室 

（東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-31-11 住友不動産新宿南口ビル 13 階） 

--------------------------------【関連イベントの御案内】-------------------------------- 

住民ワークショップ「いいムラをつくろうワークショップ」 

（公共コミュニケーション学会茨城部会 同時開催） 

１．日 時  令和７年３月 16 日（日）13：00～16：15 

２．会 場  東海村立図書館 ラウンジ 

３．内 容  ①特別講演「シティプロモーションに期待されるもの」

河井 孝仁さん（東海大学客員教授）

②東海村シティプロモーション「いいムラをつくろう」事例発表

③ワークショップ「私（個人）でもできるシティプロモーション」

【連 絡 先】 

東海村 総合戦略部 地域戦略課 広報・シティプロモーション担当 

松﨑 真吾・丸山 弘美・石田 直之 

TEL：029-282-1711／E-mail：t-pro@vill.tokai.ibaraki.jp 
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令和７年第１回東海村議会定例会提出議案概要
令和７年２月２６日 

議案番号 議 案 名 説 明 

報告第 2号 寄附の受入れについて

（書籍（４巻セット））

株式会社鈴木ハーブ研究所から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，

議会に報告するものであります。 

１ 寄附者 株式会社鈴木ハーブ研究所 代表取締役社長 鈴木 さちよ 

２ 寄附品名 書籍（４巻セット） ２４点 

３ 寄附目的 学校での教育活動に活用してもらうため。 

４ 寄附年月日 令和７年１月２０日 

報告第 3号 寄附の受入れについて

（樹木）

まさきフレッシュ会から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議会に

報告するものであります。 

１ 寄附者 まさきフレッシュ会 会長 橋本 幸次 

２ 寄附品名 樹木 ２０本 

３ 寄附目的 みかんの苗木の成長を通し，村松小学校での食育活動に貢献した

いため。 

４ 寄附年月日 令和７年２月１３日 

報告第 4号 寄附の受入れについて

（木製ベンチ（背なし）） 

茨城県林業種苗協同組合から寄附の申出があり，これを受け入れましたので，議

会に報告するものであります。 

１ 寄附者 茨城県林業種苗協同組合 青年部 根本 和典 

２ 寄附品名 木製ベンチ（背なし） １０基 

３ 寄附目的 村民の皆様に木材利用について関心を持っていただくため。 

４ 寄附年月日 令和７年２月１５日 

議案第 10 号 督促手数料の廃止に伴う

関係条例の整備に関する

条例の制定について

村税，保険料，使用料等に係る督促手数料を廃止することに伴い，関係条例の整

備を行うため，条例を制定するものであります。 

第１条関係（東海村税条例の一部改正） 

第２条関係（東海村村税外収入金の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部
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改正） 

第３条関係（東海村村税外収入金の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例の一部

を改正する条例の一部改正） 

第４条関係（東海村後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第５条関係（東海村介護保険条例の一部改正） 

第６条関係（水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業に関する条例の

一部改正） 

第７条関係（水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業に関する条例の

一部改正） 

第８条関係（東海村道路占用料条例の一部改正） 

第９条関係（東海村廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正） 

議案第 11 号 刑法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の

制定について 

刑法等の一部を改正する法律の施行により，懲役及び禁錮が廃止され，これらに

代えて拘禁刑が創設されることに伴い，関係条例の整理を行うため，条例を制定す

るものであります。 

第１条関係（東海村統計調査条例の一部改正） 

第２条関係（東海村職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条関係（東海村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部改

正） 

第４条関係（東海村消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一部改

正） 

第５条関係（東海村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部

改正） 

議案第 12 号 

 

 

水戸・勝田都市計画事業

東海駅東土地区画整理事

業に関する条例を廃止す

る条例の制定について 

水戸・勝田都市計画事業東海駅東土地区画整理事業の完了に伴い，条例を廃止す

るものであります。 

議案第 13 号 東海村職員の勤務時間， 育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次
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休暇等に関する条例の一

部を改正する条例の制定

について

世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い，所要の改正を行うた

め，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 14 号 東海村職員の育児休業等

に関する条例の一部を改

正する条例の制定につい

て

育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正

に伴い，所要の改正を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 15 号 東海村特別職の職員で非

常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の制定

について

消防団員の処遇改善を図る観点から，消防団員の年額報酬及び出動報酬の見直し

を行うため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 16 号 東海村職員の給与に関す

る条例等の一部を改正す

る条例の制定について

令和６年人事院勧告等を踏まえ，一般職の給料表の改定，扶養手当の見直し等を

行うため，条例の一部を改正するものであります。 

第１条関係（東海村職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条関係（東海村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条関係（地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例の一部改正） 

議案第 17 号 東海村手数料徴収条例の

一部を改正する条例の制

定について

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に伴い，土地の埋立て等許可申請手数料及

び同変更許可申請手数料の対象面積を変更し，並びに宅地造成又は特定盛土等に関

する工事の中間検査の申請に対する審査手数料を追加するため，条例の一部を改正

するものであります。 

議案第 18 号 東海村家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部

を改正する条例の制定に

ついて

家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い，家庭的保育事業等に

おける保育の内容に関する支援に係る連携施設確保を見直し，及び連携施設を確保

しないことを認める経過措置の有効期限を延長するほか，所要の改正を行うため，

条例の一部を改正するものであります。 
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議案第 19 号 東海村特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正

する条例の制定について 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設

等の運営に関する基準の改正に伴い，特定地域型保育事業者等に係る保育の内容に

関する支援に係る連携施設確保を見直し，及び連携施設を確保しないことを認める

経過措置の有効期限を延長するため，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 20 号 東海村子ども・子育て会

議条例の一部を改正する

条例の制定について 

新たな小規模保育事業所の開所に伴い，委員定数の見直しを行うため，条例の一

部を改正するものであります。 

議案第 21 号 東海村国民健康保険税条

例の一部を改正する条例

の制定について 

国民健康保険事業の安定的な運営を図る観点から，税率等を改めるとともに，未

就学児に係る均等割額の減額規定の誤り等を修正するため，条例の一部を改正する

ものであります。 

議案第 22 号 東海村土砂等による土地

の埋立て等の規制に関す

る条例の一部を改正する

条例の制定について 

宅地造成及び特定盛土等規制法の施行による茨城県土砂等による土地の埋立て

等の規制に関する条例の一部改正に伴い，許可を必要とする土地の埋立て等に係る

面積基準に関し県条例との整合性を図るほか，所要の改正を行うため，条例の一部

を改正するものであります。 

議案第 23 号 東海村下水道条例の一部

を改正する条例の制定に

ついて 

下水道法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い，下水の水質基準等に係る

規定事項の整合性を図るほか，下水道使用料算定の際の端数処理方法の変更及び下

水道使用期間に応じた基本使用料徴収を行うため，条例の一部を改正するものであ

ります。 

議案第 24 号 東海村非常勤消防団員に

係る退職報償金の支給に

関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政

令の公布に伴い，消防団員退職報償金の勤務年数区分に，新たな区分を追加するた

め，条例の一部を改正するものであります。 

議案第 25 号 東海村長等の給与の特例

に関する条例の一部を改

正する条例の制定につい

議案作成等の不適切な事務執行が続いたことで，行政として村民の信頼を損ねた

ことに対し，組織運営の管理者としての責任を明らかにするため，村長，副村長及

び教育長の給料を減額するため条例の一部を改正するものであります。 
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て

議案第 26 号 令和６年度東海村一般会

計補正予算（第１０号）

予算総額から歳入歳出それぞれ１４３，１３７千円を減額し，予算総額を 

２３，２５３，６０１千円とするものであります。 

補正の主な内容につきましては，法人企業の申告所得の増加に伴う法人住民税の

増，水道料金免除のための水道事業会計への補助金の増額等に伴い，必要な予算措

置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）村税 １５４，６１７千円 

（２）地方譲与税 △４３２千円

（３）使用料及び手数料 △１１千円

（４）国庫支出金 △２２，２１８千円

（５）県支出金 △４６，３１７千円

（６）寄附金 △５４，０００千円

（７）繰入金 △９８，９９９千円

（８）諸収入 △１７７千円

（９）村債 △７５，６００千円

２ 歳出 

（１）議会費 △６，４７４千円

（２）総務費 △１２９，８５４千円

（３）民生費 １６０，８２７千円

（４）衛生費 １０２，００７千円

（５）農林水産業費 △１５，１２４千円

（６）商工費 △１３，３１６千円

（７）土木費 △４５，２０８千円

（８）消防費 △８４，８８８千円

（９）教育費 △１１１，１０７千円

議案第 27 号 令和６年度東海村国民健 予算総額に歳入歳出それぞれ３００，０００千円を追加し，予算総額を 
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康保険事業特別会計補正

予算（第４号） 

３，２６８，７４４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，国民健康保険支払準備基金の積立に伴い，必要な予

算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

    繰入金        ３００，０００千円 

２ 歳出 

基金積立金      ３００，０００千円 

議案第 28 号 令和６年度東海村後期高

齢者医療特別会計補正予

算（第２号） 

予算総額から歳入歳出それぞれ５，７６６千円を減額し，予算総額を 

６８３，３６４千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，保険基盤安定納付金の確定に伴い，必要な予算措置

を講じるものであります。 

１ 歳入 

    繰入金            △５，７６６千円 

２ 歳出 

後期高齢者医療広域連合納付金 △５，７６６千円 

議案第 29 号 令和６年度東海村介護保

険事業特別会計補正予算

（第４号） 

保険事業勘定の予算総額に歳入歳出それぞれ６４，８８３千円を追加し，保険事

業勘定の予算総額を３，２１６，８０６千円とするものであります。 

補正の内容につきましては，居宅介護サービス及び地域密着型介護サービスの給

付費の増加に伴い，必要な予算措置を講じるものであります。 

１ 歳入 

（１）保険料         １４，９２４千円 

（２）国庫支出金       １６，２１８千円 

（３）支払基金交付金     １７，５１７千円 

（４）県支出金         ８，１１２千円 

（５）繰入金          ８，１１２千円 

２ 歳出 

保険給付費        ６４，８８３千円 
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議案第 30 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地

区画整理事業特別会計補

正予算（第３号）

予算総額に変更はなく，繰越明許費を設定するものであります。 

議案第 31 号 令和６年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

区画整理事業特別会計補

正予算（第３号）

予算総額に変更はなく，繰越明許費を設定するものであります。 

議案第 32 号 令和６年度東海村下水道

事業会計補正予算（第３

号）

予算総額に変更はなく，債務負担行為を設定するものであります。 

議案第 33 号 令和７年度東海村一般会

計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ２３，９４７，０００千円とするものであります。 

議案第 34 号 令和７年度東海村国民健

康保険事業特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ３，０３６，３２５千円とするものであります。 

議案第 35 号 令和７年度東海村後期高

齢者医療特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ６７７，０８０千円とするものであります。 

議案第 36 号 令和７年度東海村介護保

険事業特別会計予算

保険事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ２，９７６，９６８千円とし，介護

サービス事業勘定の予算総額を歳入歳出それぞれ３，７２５千円とするものであり

ます。

議案第 37 号 令和７年度水戸・勝田都

市計画事業東海駅西土地

区画整理事業特別会計予

算

予算総額を歳入歳出それぞれ１９，０７８千円とするものであります。 

議案第 38 号 令和７年度水戸・勝田都

市計画事業東海中央土地

予算総額を歳入歳出それぞれ６７８，２８１千円とするものであります。 
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区画整理事業特別会計予

算

議案第 39 号 令和７年度那珂地方公平

委員会特別会計予算

予算総額を歳入歳出それぞれ８４８千円とするものであります。 

議案第 40 号 令和７年度東海村水道事

業会計予算

収益的収入及び支出額をそれぞれ８７３，７８０千円とし，資本的収入額を 

５００，８４８千円，資本的支出額を９４３，９７８千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４４３，１３０千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２，８４２千円並びに過年度分損益勘定

留保資金４００，２８８千円で補填するものであります。 

議案第 41 号 令和７年度東海村病院事

業会計予算

収益的収入及び支出額をそれぞれ３６４，５４６千円とし，資本的収入額を０円，

資本的支出額を２１５，５５６千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２１５，５５６千円は，過年度分

損益勘定留保資金で補填するものであります。 

議案第 42 号 令和７年度東海村下水道

事業会計予算

収益的収入額を１，３０３，０２６千円，収益的支出額を１，２８５，５２９千

円とし，資本的収入額を６７６，１６８千円，資本的支出額を１，１４６，５０５

千円とするものであります。 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４７０，３３７千円は，当年度分

消費税及び地方消費税資本的収支調整額６０，８９９千円，過年度分損益勘定留保

資金４０９，４３８千円で補填するものであります。 

議案第 43 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（その他プラスチック減

容機）

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 その他プラスチック減容機（１基） 

２ 取得の目的 清掃センターにおける容器包装プラスチックの中間処理に

必要なため。

３ 取得の方法 指名競争入札
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４ 取 得 価 格  金４６，６０４，８８０円 

５ 契  約  日  平成１７年２月９日 

６ 取  得  日  平成２４年４月１日 

７ 契約の相手方  東京都中央区日本橋室町２丁目４番３号 

東銀リース株式会社 

代表取締役社長 中西 泰比古 

議案第 44 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（東海中学校プレハブ校

舎） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  東海村立東海中学校プレハブ校舎 

２ 取得の目的  老朽化に伴うプレハブ校舎の建て替えのため。 

３ 取得の方法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金１２８，５７２，５００円 

５ 契  約  日  平成１９年５月２５日 

６ 取  得  日  平成２６年４月１０日 

７ 契約の相手方  茨城県水戸市笠原町９７８番２８ 

大和リース株式会社 水戸営業所 

所長 岡口 昇 

議案第 45 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（舟石川小学校プレハブ

校舎） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  東海村立舟石川小学校プレハブ校舎 

２ 取得の目的  教室不足による校舎増築のため。 

３ 取得の方法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金１４１，７５０，０００円 
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５ 契  約  日  平成２２年８月２６日 

６ 取  得  日  令和２年４月１７日 

７ 契約の相手方  茨城県水戸市笠原町９７８番２８ 

大和リース株式会社 水戸支店 

支店長 岡口 昇 

議案第 46 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（村民活動センター） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  東海村村民活動センター 

２ 取得の目的  村民が自主的に活動できる場所を提供することにより，村内

における村民活動の活性化を図るため。 

３ 取得の方法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金７７，１７５，０００円 

５ 契  約  日  平成２５年５月２１日 

６ 取  得  日  令和２年１１月１７日 

７ 契約の相手方  茨城県水戸市笠原町９７８番２８ 

大和リース株式会社 水戸支店 

支店長 松井 達則 

議案第 47 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（ＬＥＤ防犯灯） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  ＬＥＤ防犯灯（２，５９１台） 

２ 取得の目的  低炭素まちづくりに向けた省エネルギー・節電対策を図るた

め。 

３ 取得の方法  随意契約 
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４ 取 得 価 格  金５２，３８１，９８７円 

５ 契  約  日  平成２６年１０月１４日 

６ 取  得  日  令和７年４月１日（予定） 

７ 契約の相手方  東京都千代田区神田練塀町３番地 

          東京センチュリーリース株式会社 

          首都圏営業第一部長 臼井 正治 

議案第 48 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（（仮称）中央公民館分館

プレハブ） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  （仮称）中央公民館分館プレハブ 

２ 取得の目的  公民館分館として活用するため。 

３ 取得の方法  指名競争入札 

４ 当初契約の取得価格  金９２，６６４，０００円 

５ 変更契約の取得価格  金９９，５２２，０００円 

６ 当初契約日  平成２６年９月２４日 

７ 変更契約日  平成２７年３月３０日 

８ 取  得  日  令和７年５月１日（予定） 

９ 契約の相手方  茨城県水戸市笠原町９７８番２８ 

          大和リース株式会社 水戸支店 

          支店長 松井 達則 

議案第 49 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（空調機器） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  空調機器（１７７台） 

２ 取得の目的  東海村立照沼小学校，中丸小学校，舟石川小学校及び東海南
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中学校の普通教室及び特別教室へ空調設備を設置するため。 

３ 取得の方法  随意契約 

４ 取 得 価 格  金３１０，１７１，６８０円 

５ 契  約  日  平成３０年１２月１８日 

６ 取  得  日  令和１１年６月１日（予定） 

７ 契約の相手方  東京都港区港南１丁目２番７０号 品川シーズンテラス 

１３Ｆ 

          ＮＴＴファイナンス株式会社 

          東京営業部長 篠﨑 健治 

議案第 50 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（調光操作卓，舞台袖操

作盤，映写室操作盤） 

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  調光操作卓（１卓），舞台袖操作盤（１卓），映写室操作盤（１

卓） 

２ 取得の目的  東海文化センターにおける舞台照明システムの運用におい

て必要であるため。 

３ 取得の方法  指名競争入札 

４ 取 得 価 格  金１４，５８０，５１８円 

５ 契  約  日  令和元年７月１８日 

６ 取  得  日  令和８年９月１日（予定） 

７ 契約の相手方  東京都千代田区神田練塀町３番地 

          東京センチュリー株式会社 

          首都圏営業第一部長 近藤 禎一郎 

議案第 51 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（電気自動車用急速充電

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい
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器） なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 電気自動車用急速充電器（１基）

２ 取得の目的 役場庁舎における電気自動車の充電サービスを提供するた

め。

３ 取得の方法 指名競争入札

４ 取 得 価 格 金１０，２９６，０００円

５ 契 約 日 令和４年２月２１日

６ 取 得 日 令和１２年４月１日（予定）

７ 契約の相手方 東京都港区虎ノ門一丁目２番６号 

第一リース株式会社  

代表取締役社長 吉田 勝彦 

議案第 52 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（ＬＥＤ照明器具）

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 ＬＥＤ照明器具（４，０９７台）

２ 取得の目的 東海村立白方小学校及び石神小学校の照明をＬＥＤ化する

ため。

３ 取得の方法 指名競争入札

４ 当初契約の取得価格 金２９，０１０，３００円

５ 変更契約の取得価格 金３２，８０５，３００円

６ 当初契約日 令和４年６月６日

７ 変更契約日 令和４年１１月２５日

８ 取 得 日 令和１５年４月１日（予定）

９ 契約の相手方 茨城県水戸市笠原町１５７１番地の３ 

大和リース株式会社 水戸支店 

支店長 玉木 秀幸 
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議案第 53 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（ＬＥＤ照明器具）

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 ＬＥＤ照明器具（６，６７８台）

２ 取得の目的 東海村立照沼小学校，中丸小学校，舟石川小学校及び東海中

学校の照明をＬＥＤ化するため。

３ 取得の方法 指名競争入札

４ 取 得 価 格 金６２，５０２，０００円

５ 契 約 日 令和５年５月１６日

６ 取 得 日 令和１６年４月１日（予定）

７ 契約の相手方 茨城県水戸市笠原町１５７１番地の３ 

大和リース株式会社 水戸支店 

支店長 玉木 秀幸 

議案第 54 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（空調機器）

譲渡特約付賃貸借契約により，契約期間満了後に村に無償譲渡され，取得する財

産について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定による議会の議決を得てい

なかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 空調機器（２２８台）

２ 取得の目的 東海村立白方小学校，石神小学校，村松小学校及び東海中学

校の普通教室及び特別教室へ空調設備を設置するため。

３ 取得の方法 随意契約

４ 当初契約の取得価格 金２６５，１６１，６００円

５ 変更契約の取得価格 金２７１，９６７，５２０円

６ 当初契約日 平成３０年１２月１８日

７ 変更契約日 令和５年１１月２０日

８ 取 得 日 令和１１年６月１日（予定）
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９ 当初契約の相手方  東京都港区西新橋一丁目３番１号 

日立キャピタル株式会社 

 執行役 安栄 香純 

１０ 変更契約の相手方 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号 

三菱ＨＣキャピタル株式会社 

執行役員 安栄 香純 

議案第 55 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（教師用指導書，教師用

教科書，デジタル教科書，

指導教材）

教師用指導書等の取得について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

る議会の議決を得ていなかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 教師用指導書（１，０８５冊），教師用教科書（７２８冊）， 

デジタル教科書（３２点），指導教材（１９１点）

２ 取得の目的 小学校における学習指導用に供するため。

３ 取得の方法 単価契約

４ 取 得 価 格 金２０，９１７，５１６円

５ 契 約 日 平成２７年４月１日

６ 契約の相手方 茨城県ひたちなか市稲田１１０の２ 

市毛書店 

代表者 市毛 知子 

議案第 56 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（教師用指導書，教師用

教科書，デジタル教科書，

指導教材）

教師用指導書等の取得について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

る議会の議決を得ていなかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産 教師用指導書（１，８５２冊），教師用教科書（８３７冊）， 

デジタル教科書（１５０点），指導教材（２４５点）

２ 取得の目的 小学校における学習指導用に供するため。

３ 取得の方法 単価契約

４ 取 得 価 格 金４６，２７４，５９８円

５ 契 約 日 令和２年３月４日
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６ 契約の相手方  茨城県ひたちなか市稲田１１０の２ 

市毛書店 

代表 市毛 知子 

議案第 57 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（教師用指導書，教師用

教科書，デジタル教科書，

指導教材） 

教師用指導書等の取得について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

る議会の議決を得ていなかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  教師用指導書（２３０冊），教師用教科書（２３２冊）， 

          デジタル教科書（１６点），指導教材（７点） 

２ 取得の目的  中学校における学習指導用に供するため。 

３ 取得の方法  単価契約 

４ 取 得 価 格  金７，０４６，３５６円 

５ 契  約  日  令和３年３月１日 

６ 契約の相手方  茨城県ひたちなか市稲田１１０の２ 

市毛書店 

代表 市毛 知子 

議案第 58 号 財産取得に関し議決を求

めることについて（追認）

（教師用指導書，教師用

教科書，デジタル教科書，

指導教材） 

教師用指導書等の取得について，地方自治法第９６条第１項第８号及び東海村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によ

る議会の議決を得ていなかったため，追認議決を求めるものであります。 

１ 取得する財産  教師用指導書（１，８２４冊），教師用教科書（１，６３５

冊），デジタル教科書（９８点），指導教材（２０１点） 

２ 取得の目的  小学校における学習指導用に供するため。 

３ 取得の方法  単価契約 

４ 取 得 価 格  金５１，５９３，５８３円 

５ 契  約  日  令和６年３月１日 

６ 契約の相手方  茨城県ひたちなか市稲田１１０の２ 

市毛書店 

代表 海老根 文子 
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※ 法律関係 ・地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

・地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

・刑法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第 67 号）

・育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法

の一部を改正する法律（令和 6年法律第 42 号）

・育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成 3年法律第 76 号）

・宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）

・家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号）

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

（平成 26 年内閣府令第 39 号）

・茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成 15 年茨城県条例第 67 号）

・下水道法施行令の一部を改正する政令（令和 6年政令第 2号）

・消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和 6年政令第 394 号） 

・東海村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39 年東海村条例第 3号）

なお，今会期中に業務委託契約の締結２件，財産取得２件，人事案件１４件を追加提出したく準備をしておりますので，

よろしくお願いいたします。
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. 

令和７年第１回東海村議会定例会 補正予算案参考資料 

１. 一般会計補正予算（議案第２６号 令和６年度一般会計補正予算（第１０号））

（１）一般会計歳入歳出予算款別総括表 （単位：千円） 

款 補正前 補正額 補正後 款 補正前 補正額 補正後

村税 11,021,734 154,617 11,176,351 議会費 205,195 △ 6,474 198,721

地方譲与税 184,238 △ 432 183,806 総務費 3,337,954 △ 129,854 3,208,100

利子割交付金 2,590 0 2,590 民生費 8,023,476 160,827 8,184,303

配当割交付金 32,348 0 32,348 衛生費 2,443,944 102,007 2,545,951

株式等譲渡所得割交付金 37,979 0 37,979 農林水産業費 452,920 △ 15,124 437,796

法人事業税交付金 109,457 0 109,457 商工費 655,648 △ 13,316 642,332

地方消費税交付金 1,070,761 0 1,070,761 土木費 3,333,253 △ 45,208 3,288,045

自動車取得税交付金 1 0 1 消防費 804,484 △ 84,888 719,596

環境性能割交付金 14,079 0 14,079 教育費 3,614,348 △ 111,107 3,503,241

地方特例交付金 243,581 0 243,581 災害復旧費 9 0 9

地方交付税 2,000 0 2,000 公債費 208,479 0 208,479

交通安全対策特別交付金 4,000 0 4,000 諸支出金 267,028 0 267,028

分担金及び負担金 72,821 0 72,821 予備費 50,000 0 50,000

使用料及び手数料 148,053 △ 11 148,042

国庫支出金 4,540,060 △ 22,218 4,517,842

県支出金 1,317,053 △ 46,317 1,270,736

財産収入 52,179 0 52,179

寄附金 131,001 △ 54,000 77,001

繰入金 3,032,059 △ 98,999 2,933,060

繰越金 466,840 0 466,840

諸収入 423,204 △ 177 423,027

村債 490,700 △ 75,600 415,100

合　計 23,396,738 △ 143,137 23,253,601 合　計 23,396,738 △ 143,137 23,253,601

（２）一般会計歳入予算の主な内訳  ※ページは議案書のページ

１．村税【154,617千円】 

  ①法人村民税（154,617千円） P170 

法人村民税の課税標準となる法人税が，法人の所得増により増加したことに伴い，当初予算を

上回る見込みであるため，所要額を増額補正する。 

２．国庫支出金【△22,218千円】 

  ①子どものための教育・保育給付費負担金（59,685千円） P170 

  令和６年４月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する。 

  ②児童手当国庫負担金（△99,534千円） P170 

支出見込額の変更に伴い，負担金の見込額が変更されたため，所要額を減額補正する。 

  ③物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（20,414千円） P170 

 すでに実施した令和６年度のメニューに係る執行額の確定，また今後実施する充当事業の確定

に伴い，所要額を増額補正する。 

※推奨事業メニュー分（令和７年６～７月の水道料金免除）については，令和７年度に繰越

  ④保育対策総合支援事業費補助金（△9,976千円） P170 

歳入見込額が確定したため，不用額を減額補正する。 

  ⑤社会資本整備総合交付金（18,734千円） P171 

 交付金額の決定に伴い，所要額を増額補正する。 

３．県支出金【△46,317千円】 

①子どものための教育・保育給付費負担金（14,683千円） P171 

議案第２６号 ～ 議案第３１号関係 
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  令和６年４月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する。 

②児童手当県負担金（△50,432千円） P171 

  支出見込額の変更に伴い，負担金の見込額が変更されたため，所要額を減額補正する。 

  ③市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助金（△8,809千円） P171 

市町村広域避難計画策定・普及啓発等補助金について，パンフレットの構成の変更や広域避難

訓練を見送ったため，所要額を減額補正する。 

  ④原子力災害対策事業費補助金（19,140千円） P172 

原子力災害対策設備の修繕（陽圧化設備フィルタ交換）に関する費用に対し，補助金交付が見 

込まれるため，所要額を増額補正する。 

※国の補正予算，補助率 10/10，事業は令和７年度に繰越

４．寄附金【△54,000千円】 

  ①ふるさとづくり寄附金（△54,000千円） P172 

ふるさとづくり寄附金見込額修正に伴い，所要額を減額補正する。 

５．繰入金【△98,999千円】 

①財政調整基金繰入金（△98,999千円） P172 

   歳入歳出調整のため，所要額を減額補正する。 

６．村債【△75,600千円】 

①茨城港常陸那珂港区建設事業負担金債（△11,600千円） P173 

  ②石神小学校校舎長寿命化外装改修事業債（△30,700千円） P173 

  ③文教施設駐車場整備事業債（△24,600千円） P173 

  ④駅コミュニティ施設電気設備更新事業債（△8,700千円） P173 

事業費が確定したことにより，所要額を減額補正する。 

（３）一般会計歳出予算の主な内訳  ※ページは議案書のページ 

１．総務費【△129,854千円】 

①原子力災害対策設備修繕料（12,705千円） P178 

平成２７年度に原子力災害対策整備工事により東海村総合福祉センター「絆」に設置した陽圧 

化設備において，フィルタの交換時期を迎えたことから，交換に関する費用を増額補正する。 

※ 令和６年度国の補正予算による 令和７年度に繰越

２．民生費【160,827千円】 

①国民健康保険事業特別会計繰出金（300,000千円） P180 

国保支払準備金への積立てのため，所要額を増額補正する。 

②子どものための教育・保育給付費（101,182千円） P182 

令和６年４月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する 

３．衛生費【102,007千円】 

①水道事業会計補助金（130,000千円） P184 

令和７年６月から７月分の水道料金の免除を行うため，所要額を増額補正する。 

※ 令和７年度に繰越

４．土木費【△45,208千円】 

①用地購入に伴う補償金（20,000千円） P189 
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Ｊ－ＰＡＲＣアクセス道路について，物件移転補償費の再算定を行った結果，所要額を増額補 

正する。 

※ 令和７年度に繰越

５．教育費【△111,107千円】 

①子どものための教育・保育給付費（8,715千円） P193 

令和６年４月にさかのぼって公定価格が増額となるため，所要額を増額補正する 

（４）繰越明許費 

繰越明許費の設定 P158 

（５）債務負担行為補正 

債務負担行為の追加，廃止及び変更 P160 

２. 国民健康保険事業特別会計補正予算

（議案第２７号 令和６年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号））

（１）国民健康保険事業特別会計総括表 （単位：千円） 

補正前 補正額 補正後

国民健康保険事業特別会計 2,968,744 300,000 3,268,744

（２）国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳 ※ページは議案書のページ

【歳入】 

・基金積立繰入金（300,000千円） P205

【歳出】 

・国保支払準備金（300,000千円） P206

基金積立のため，所要額を増額補正する。

（３）債務負担行為 

債務負担行為の設定 P201 

３. 後期高齢者医療特別会計補正予算

（議案第２８号 令和６年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号））

（１）後期高齢者医療特別会計総括表 （単位：千円） 

補正前 補正額 補正後

後期高齢者医療特別会計 689,130 △ 5,766 683,364

（２）後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の主な内訳 ※ページは議案書のページ

【歳入】 

・事務費繰入金（△12,152千円） P215

・保険基盤安定繰入金（6,386千円） P215

【歳出】 

・保険基盤安定納付金（△5,766千円） P216

保険基盤安定納付金が確定したため，所要額を補正する。

（３）債務負担行為 

債務負担行為の設定 P211 
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４. 介護保険事業特別会計補正予算

（議案第２９号 令和６年度介護保険事業特別会計補正予算（第４号））

（１）介護保険事業特別会計総括表 （単位：千円） 

補正前 補正額 補正後

介護保険事業特別会計（保険事業勘定） 3,151,923 64,883 3,216,806

（２）介護保険事業特別会計歳入歳出予算の主な内訳 ※ページは議案書のページ

【歳入】 

・特別徴収保険料（14,030千円） P226

・普通徴収保険料（894千円） P226

・（国）介護給付費負担金（15,246千円） P226 

・介護給付費調整交付金（972千円） P226

・第２号被保険者の介護納付金分に係る支払基金交付金（17,517千円） P226

・（県）介護給付費負担金（8,112千円） P226 

・介護給付費等繰入金（8,112千円） P226

【歳出】 

・居宅介護サービス給付負担金（34,850千円） P228

・地域密着型介護サービス給付負担金（30,033千円）P228

１月までの実績から不足が見込まれるため，所要額を増額補正する。

（３）債務負担行為補正 

債務負担行為の追加 P221 

５．東海駅西土地区画整理事業特別会計補正予算 

（議案第３０号 令和６年度東海駅西土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）） 

（１）繰越明許費  ※ページは議案書のページ

繰越明許費の設定 P231 

６．東海中央土地区画整理事業特別会計補正予算 

（議案第３１号 令和６年度東海中央土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）） 

（１）繰越明許費  ※ページは議案書のページ

繰越明許費の設定 P234 
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虫こぶ

ミュージアムトーク

～奇妙で不思議な秘密の隠れ家～
きみょう ふ し ぎ ひみつ かく が

虫こぶ不動産へようこそ！

あなたはどんな隠れ家がお好みですか？

会期

場所

令和7年

令和7年

安嶋隆氏

令和7年

木・祝 月・祝

交流館までのアクセスは
こちらの QR コードから
ご確認ください。

博物館長が虫こぶについて楽しくお話をします。
お気軽にご参加ください。

10 時～11 時
日時

講師 安嶋隆氏

土
住所：東海村村松768番地38　
電話：029-287-0851
開館時間：平日9時～19時　土日祝日9時～17時　
休館日：月曜日，祝日の翌平日
E-mail：maruhaku@vill.tokai.ibaraki.jp

東海村歴史と未来の交流館　
            　展示室１

入館無料

 令和 7 年春季まる博マルシェ

　東海村歴史と未来の交流館

東海村歴史と未来の交流館

申し込み不要
どなたでも

参加できます。



住　　所：東海村村松768番地38　
電　　話：029-287-0851
開館時間：平日9時～19時　

　土日祝日9時～17時　休館日：月曜日、祝日の翌平日
メ ー ル：maruhaku@vill.tokai.ibaraki.jp

東海村歴史と未来の交流館
交流館までのアクセスは
こちらのQRコードから
ご確認ください。

お申し込み

虫こぶ
東海村歴史と未来の交流館

令和 7 年春季まる博マルシェ

展示室１が、虫こぶの世界に大変身！
あなただけのオリジナルの隠れ家を作って遊びましょう！

申し込み不要で開館中はいつでも遊べます。

展示室１が、虫こぶの世界に大変身！
あなただけのオリジナルの隠れ家を作って遊びましょう！

申し込み不要で開館中はいつでも遊べます。

～奇妙で不思議な秘密の隠れ家～
きみょう ふ し ぎ ひみつ かく が

葉っぱに変なボコボコができているのを見たことがありますか？
実はそれが虫の秘密の隠れ家「虫こぶ」なのです。
虫と植物は切っても切れない深い関係にあります。
虫と植物は花の蜜を吸う、葉に卵を生む、

葉を食べる、葉に身を隠すなど深い関係にあります。
さあ、虫が植物の中に入りこんで住み家にする「虫こぶ」の世界をのぞいてみましょう。

虫こぶワールドで遊ぼう！

講師 / 安嶋隆氏

日時 / 令和 7 年４月 19 日 ( 土 )

10時～11時

申し込み不要 / どなたでも参加できます。

博物館長が虫こぶについて楽しくお話をします。

お気軽にご参加ください。

日時 / 令和 7 年 5 月５日（月・祝）
10 時～ 11 時 30 分　

定員 /10 名（先着）
申込 / 令和７年４月３０日（水）までに下記申し込み
　　　先へメールまたは電話でお申込みください。

江戸時代の「お歯黒」は虫こぶから作るって知ってい
ましたか？虫こぶ（ヌルデミミフシ）から作ったお歯
黒インクでステキなカードを作りましょう！

CHECK
1

CHECK
2

行ってみよう！

ミュージアムトーク
「虫こぶの不思議な世界」

お歯黒インクで
ステキなカードづくり
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